
議員案第１号  

 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の設置について  
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会議規則第１３条第１項の規定により提出します。  
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新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置要綱 

 

 

１ 委員会名称 

   新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 

 

２ 目的 

   新型コロナウイルス感染症の対策に係る施策等取組み状況の審査 

 

３ 付議事件 

   新型コロナウイルス感染症の対策に係る施策等 

 

４ 委員定数 

   １８人（議員全員） 

 

５ 正副委員長 

   委員長１人、副委員長１人 

 

６ 設置期間 

   新型コロナウイルス感染症対策会議を終了する日まで 

 

７ 設置根拠 

   地方自治法第１０９条第 1項及びさくら市議会委員会条例第６条第 1項 

 

８ その他 

   設置される特別委員会の運営方法等については、常任委員会の例による。 
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（提案理由） 

議員案第 1 号は、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の設置につ

いてであります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、混迷する社会情勢に対し、

国、県、市が多くの施策を実施している中、市民の生命及び健康を保護し、

市民生活や経済活動に及ぼす影響が最小限となるよう施策の取組状況を審

査、検証し、状況に応じた必要な支援による対策がとられるよう特別委員

会を設置し、新型コロナウイルス感染症対策の調査研究並びに検証を進め

るため、特別委員会の設置を求めるものであります。 
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